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参考１ 都市再生特別措置法・施行令（抜粋） 

■特定路外駐車場の設置の届出等 

【法第六十二条の九】 

都市再生整備計画に記載された路外駐車場配置等基準に係る滞在快適性等向上区域内において、

路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が当該滞在快適性等向上区域内の土地利用及

び交通の現状及び将来の見通しを勘案して市町村の条例で定める規模以上のもの（以下この項に

おいて「特定路外駐車場」という。）を設置しようとする者は、当該特定路外駐車場の設置に着手

する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところ※1 により、当該特定路外駐車場の位置、

規模その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。※2 

２ 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を

変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交

通省令で定めるところ※3により、その旨を市町村長に届け出なければならない。※4 

３～４  ― 略 ― 

※１、※２：【施行令第二十一条の三】（特定路外駐車場の設置の届出） 

法第六十二条の九第一項（法第百六条において準用する場合を含む。次条において同じ。）の

規定による届出は、別記様式第七の二による届出書を提出して行うものとする。 

２ 前項の届出書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。 

一 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図 

二 次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図 

イ 特定路外駐車場の区域 

ロ 特定路外駐車場の自動車の出口（自動車の出口で自動車の車路の路面が道路（道路交

通法（昭和三十五年法律第百五号）第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下こ

のロにおいて同じ。）の路面に接する部分をいう。以下同じ。）及び入口（自動車の入口

で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下同じ。） 

【施行令第二十一条の四】 

法第六十二条の九第一項の国土交通省令で定める事項は、特定路外駐車場の自動車の出口及

び入口の位置とする。 

 

※３、※４：【施行令第二十一条の五】（変更の届出） 

法第六十二条の九第二項（法第百六条において準用する場合を含む。次条において同じ。）の

国土交通省令で定める事項は、特定路外駐車場の位置、規模並びに自動車の出口及び入口の位

置とする。 

【施行令第二十一条の六】 

法第六十二条の九第二項の規定による届出は、別記様式第七の三による変更届出書を提出し

て行うものとする。 

２ 第二十一条の三第二項の規定は、前項の届出について準用する。 

 



２ 

■駐車場配置適正化区域への準用 

【法第百六条】 

第六十二条の九の規定は、立地適正化計画に記載された路外駐車場配置等基準に係る駐車場配

置適正化区域について準用する。 

 

■罰則 

【法第百二十九条】 

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第六十二条の九第一項又は第二項（これらの規定を第百六条において準用する場合を含む。

以下この号において同じ。）の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第

六十二条の九第一項又は第二項に規定する行為をしたとき。 

二～三  ― 略 ― 

 

 

参考２ 駐車場法・施行令（抜粋） 

■用語の定義 

【法第二条】 

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一  ― 略 ― 

二 路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用

に供されるものをいう。 

三～五  ― 略 ― 

 

■構造及び設備の基準 

【法第十一条】 

路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものの構造

及び設備は、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）その他の法令の規定の適用がある場合

においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術的基準によらなければならない。 

 

■設置の届出 

【法第十二条】 

都市計画法第四条第二項の都市計画区域（以下「都市計画区域」という。）内において、前条の路

外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者（以下「路外駐車場管理者」とい

う。）は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、路外駐車場の位置、規模、構造、設備

その他必要な事項を都道府県知事（市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」と

いう。）に届け出なければならない。届け出てある事項を変更しようとするときも、また同様とする。 

 



３ 

【施行令第七条】（自動車の出口及び入口に関する技術的基準） 

法第十一条の政令で定める技術的基準のうち、自動車の出口（路外駐車場の自動車の出口で自

動車の車路の路面が道路（道路交通法第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下この条に

おいて同じ。）の路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。）及び入口（路外駐車場の

自動車の入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。）

に関するものは、次のとおりとする。 

一 次に掲げる道路又はその部分以外の道路又はその部分に設けること。 

イ 道路交通法第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分 

ロ 横断歩道橋（地下横断歩道を含む。）の昇降口から五メートル以内の道路の部分 

ハ 幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、児

童発達支援センター、児童心理治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から二

十メートル以内の部分（当該出入口に接する柵の設けられた歩道を有する道路及び当該出

入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又は柵その他これに類する工作物により車線が往

復の方向別に分離されている道路以外の道路にあっては、当該出入口の反対側及びその左

右二十メートル以内の部分を含む。） 

ニ 橋 

ホ 幅員が六メートル未満の道路 

ヘ 縦断勾配が十パーセントを超える道路 

二 路外駐車場の前面道路が二以上ある場合においては、歩行者の通行に著しい支障を及ぼす

おそれのあるときその他特別の理由があるときを除き、その前面道路のうち自動車交通に支

障を及ぼすおそれの少ない道路に設けること。 

三 自動車の駐車の用に供する部分の面積が六千平方メートル以上の路外駐車場にあっては、

縁石線又は柵その他これに類する工作物により自動車の出口及び入口を設ける道路の車線が

往復の方向別に分離されている場合を除き、自動車の出口と入口とを分離した構造とし、か

つ、それらの間隔を道路に沿つて十メートル以上とすること。 

四 自動車の出口又は入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、隅切

りをすること。この場合において、切取線と自動車の車路との角度及び切取線と道路との角

度を等しくすることを標準とし、かつ、切取線の長さは、一・五メートル以上とすること。 

五 自動車の出口付近の構造は、当該出口から、イ又はロに掲げる路外駐車場又はその部分の

区分に応じ、当該イ又はロに定める距離後退した自動車の車路の中心線上一・四メートルの

高さにおいて、道路の中心線に直角に向かつて左右にそれぞれ六十度以上の範囲内において、

当該道路を通行する者の存在を確認できるようにすること。 

イ 専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きのものを除く。以下「特定

自動二輪車」という。）の駐車のための路外駐車場又は路外駐車場の専ら特定自動二輪車の

駐車のための部分（特定自動二輪車以外の自動車の進入を防止するための駒止めその他こ

れに類する工作物により特定自動二輪車以外の自動車の駐車のための部分と区分されたも

のに限る。） 一・三メートル 

ロ その他の路外駐車場又はその部分 二メートル 


